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 このたび、防犯及び地域安全活動に関する功労等があった個人又は団体を表彰するた

め、別添のとおり、防犯功労者等に対する表彰取扱要領を制定し、平成 18 年 1 月 25 日

から施行することとしたので、その取扱いに誤りのないようにされたい。 

 なお、防犯功労団体及び防犯功労者等の表彰について(通達)(平成 6 年 12 月 26 日岡生

企第 718 号例規)は、同日をもって廃止する。 

 別添 

 防犯功労者等に対する表彰取扱要領 

1 目的 

この要領は、地域又は職域において、防犯及び地域安全活動に功労があった個人又

は団体を表彰することにより、その活動の一層の促進を図ることを目的とする。 

2 表彰の種類 

表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 防犯功労団体表彰 

(2) 防犯功労者表彰 

3 表彰時期等 

表彰は、警察本部長(以下「本部長」という。)及び公益社団法人岡山県防犯協会(以

下「岡山県防犯協会」という。)会長との連名により、岡山県防犯協会総会の席上及び

全国地域安全運動の期間中に行うものとする。 

4 表彰数及び方法 

(1) 表彰数 

表彰数は、防犯功労団体と防犯功労者の 2 部門に分け、年間に次表に掲げる数を

基準として表彰を行うものとする。 

区分 

防犯功労団体 防犯功労者 ＼ 

表彰時期 

岡山県防犯協会総会 10 15 

全国地域安全運動 10 40 



(2) 方法 

表彰状及び記念品を贈呈して行う。 

5 表彰基準 

(1) 防犯功労団体表彰は、次の要件を備えているものに対して行う。 

ア 結成後 3 年以上を経過した地域又は職域を単位として結成され、総合的な防犯

活動を行う団体で、多年にわたり防犯思想の啓発高揚、防犯設備の整備充実、暴

力追放活動、青少年の健全育成等の各種防犯及び地域安全活動を積極的に推進

し、犯罪防止に顕著な功労が認められるもの 

イ 結成後 1 年以上を経過した自主防犯パトロールを主体とした活動を行っている

アに掲げる団体以外のボランティア団体で、地域安全活動が活発で自主性及び地

域性を有し、かつ、継続的に活動を実施して他の模範となるもので、それぞれ過

去に警察署長表彰、警察署防犯連合会会長表彰又はこれと同等以上の表彰の受賞

歴のあるもの。 

(2) 防犯功労者表彰は、多年にわたり防犯思想の啓発高揚、防犯設備の整備充実、暴

力追放活動、青少年の健全育成等の各種防犯及び地域安全活動を積極的に推進し、

犯罪防止に顕著な功労があった個人で次の要件を備えているものに対して行う。 

ア 3 年以上の活動実績を有するもの 

イ 過去に警察署長表彰、警察署防犯連合会会長表彰又はこれと同等以上の表彰の

受賞歴のあるもの 

6 表彰上申 

(1) 警察署長は、警察署防犯連合会会長と協議し、5 の表彰基準に該当する団体又は

個人のうちから表彰にふさわしいものを選考し、生活安全部生活安全企画課長(以下

「生活安全企画課長」という。)を経由して警察本部長に上申するものとする。 

(2) (1)に定める上申は、防犯功労団体表彰上申書(様式第 1 号)、防犯功労団体(ボラ

ンティア)表彰上申書(様式第 2 号)又は防犯功労者表彰上申書(様式第 3 号)により行

うものとする。 

(3) (2)に定める上申は、岡山県防犯協会総会で行う表彰については毎年 3 月 20 日ま

でに、全国地域安全運動期間中に行う表彰については毎年 8 月 20 日までに送付する

ものとする。 

(4) 警察署長から上申書を受理した生活安全企画課長は、岡山県防犯協会とともに内

容を審査するものとする。 

7 留意事項 

表彰上申に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 

(1) 受賞が続くものについては、事前に生活安全企画課に協議すること。 

(2) 団体の活動状況、他に与えた影響等を総合的に判断して、真に表彰に価するもの

の上申漏れがないようにすること。 



(3) 6 の(2)に定める上申書の記載に当たっては、上申団体名、上申者名等に誤りの

ないように注意するとともに、ふりがなを付すること。 

(4) 上申書中の功労の詳細、功労の部内外に与えた影響及び功労の一般に与えた影響

の記載に当たっては、別紙を用いて活動内容を可能な限り具体的かつ詳細に記載す

ること。 

(5) 複数の上申をする場合は、上申順位を付すること。 

8 文書の保存 

文書の保存は、次のとおりとする。 

文書名 保存所属 保存期間 

防犯功労団体表彰上申書 生活安全企画課 10 年 

防犯功労団体(ボランティア)表彰上申書 生活安全企画課 10 年 

防犯功労者表彰上申書 生活安全企画課 10 年 

 


